
※図書の継続公開に同意の場合は30年公開

・措置状況報告書（図書公開に係る同意書）（公告・縦覧：１月間）
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計画段階環境配慮書・要約書の作成

技術審査会

知事、関係市町長に送付

公 告 ・ 縦 覧 、 説 明 会

（縦覧期間中＋その後２週間）

環境影響評価準備書・要約書の作成

(第１種事業のおおむね50％）

（届出から60日以内）

(期限30日以上）

（照　　会）

（意　　見）

知
事
判
定

（知事に図書公開に係る同意書の提出）

（知事に図書公開に係る同意書の提出）

住
民
等
意
見

（知事に図書公開に係る同意書の提出）

※図書の継続公開に同意の場合は30年公開

※図書の継続公開に同意の場合は30年公開

※図書の継続公開に同意の場合は30年公開

（届　　出）

（判　　定）

山口県環境影響評価条例の手続フロー

知事、関係市町長に送付

知事、関係市町長に送付

市
町
長

(概要送付）

(照　　会）

(意　　見）

技
術
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針

（意見の概要書送付）

調査、予測、評価の実施

(30日程度)

技
術
指
針

技術審査会

知
事
意
見

アセス不要

条例・対象事業

（調査項目・予測手法等）

公 告 ・ 縦 覧 、 説 明 会

（縦覧期間中＋その後２週間）

（意　見：概要書受付後90日以内）

調 査 項 目 ・ 手 法 選 定

条例・第１種事業

環　境　保　全　配　慮
事
業
者

知

事

環境影響評価方法書・要約書の作成

技術審査会

意　　見

知　事

　（措置を求める）

（提　出） ・対象事業着手届

( 事 業 の 実 施 ）
（１月間）

(概要送付）
知
事
意
見

(照　　会）

(意　　見）

（意　見：概要書受付後120日以内）

（意見の概要書送付）

・対象事業完了届

※図書の継続公開に同意の場合は30年公開

配慮要請

技術審査会

事 業 着 手 後 の 手 続

( 計 画 へ の 反 映）

（縦覧期間中）

知　事

（計画段階配慮事項の検討）

(照　　会）

　（意　見：配慮書受付後60日以内）

許認可権者へ

条例・第２種事業

住
民
等
意
見

公表（住民等意見聴取時、公告・縦覧）

市町長

許認可への反映

必要に応じ
意見を聴く

（図書公開に係る同意書の提出）

環境影響評価書・要約書の作成

アセス要

公 告 ・ 縦 覧

（１月間）

（１月間）

市
町
長

知
事
意
見

(意　　見）

条例・第１種事業又は第２種事業

住
民
等
意
見

公　聴　会

市
町
長

市
町
長

報告・立入

勧告・公表


